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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】球面を含む複雑な形状に対しても容易に形成可
能な薬味容器を提供する。
【解決手段】薬味容器１は、上方開口し筒状に形成され
るとともに内部に薬味が収容される容器本体２と、容器
本体２の上部に取り付けられる蓋体３と、薬味を振り出
す振出口７と、振出口７に密栓可能な栓体８とを備えて
いて、容器本体２と蓋体３とは、外皮を除去した生の竹
材を使用し、竹材を炭化処理して形成された帯板１２を
複数枚積層した積層体から形成されている。
【選択図】図１
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　上方開口し筒状に形成されるとともに内部に薬味が収容される容器本体（２）と、前記
容器本体（２）の上部に取り付けられる蓋体（３）と、薬味を振り出す振出口（７）と、
該振出口（７）に密栓可能な栓体（８）とを備えた薬味容器において、
　前記容器本体（２）と蓋体（３）とは、外皮を除去した生の竹材を使用し、該竹材を炭
化処理して形成された帯板（１２）を複数枚積層した積層体（４）から形成されているこ
とを特徴とする薬味容器。
【請求項２】
　前記積層体（４）は、前記帯板（１２）を板厚方向又は／及び板幅方向に重ね合わせて
形成されていることを特徴とする請求項１に記載の薬味容器。
【請求項３】
　前記積層体（４）は、前記帯板（１２）を、接着剤を介して、複数枚積層したことを特
徴とする請求項２に記載の薬味容器。

【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、薬味容器に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　竹は、材木より成長が早く、手頃な価格で入手できる。しかも、竹は、繊維が強く丈夫
であり、加工性にも富んでいる。それゆえ、このような竹の特性を活かして様々な容器が
考えられている。例えば、特許文献１には、生の竹をスライスした竹板を組み合わして形
成される竹製容器が開示されている。
【特許文献１】実用新案登録第３１１７８３１号
【考案の開示】
【考案が解決しようとする課題】
【０００３】
　ところで、一般の容器では、容器形状を例えば球面を含む複雑な形状にしたいという要
求がある。ところが、竹板は曲げにくく曲面状に加工するのが困難であり、それゆえ従来
の竹製容器では球面を含む複雑な形状に形成することができないという問題があった。
　本考案は、このような問題に鑑みて為されたものであって、球面を含む複雑な形状に対
しても容易に形成可能な、薬味容器を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　前記目的を達成するため、本考案は次の手段を講じた。
　即ち、本考案の薬味容器は、上方開口し筒状に形成されるとともに内部に薬味が収容さ
れる容器本体と、前記容器本体の上部に取り付けられる蓋体と、前記上方開口部に取り付
けられる蓋体と、薬味を振り出す振出口と、該振出口に密栓可能な栓体とを備えた薬味容
器において、
　前記容器本体と蓋体とは、外皮を除去した生の竹材を使用し、該竹材を炭化処理して形
成された帯板を複数枚積層した積層体から形成されていることを特徴とする
　前記積層体は、前記帯板を板厚方向又は／及び板幅方向に重ね合わせて形成されている
ことが好ましい。
【０００５】
　前記積層体は、前記帯板を、接着剤を介して、複数枚積層したことが好ましい。
【考案の効果】
【０００６】
　本考案に係る薬味容器によれば、球面を含む複雑な形状に対しても容易に形成可能なも
のである。
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【考案を実施するための最良の形態】
【０００７】
　以下、図１を用いて、本考案の薬味容器１を説明する。
　薬味容器１は、薬味を収容し、料理等に薬味例えば、唐辛子を振りかけるために用いら
れる。
　図１に示すように、薬味容器１は、上方に向かって開口１４した容器本体２と、容器本
体２の上端に取り付けられる蓋体３と、から構成されている。
　容器本体２は、竹の積層体４で有底円筒形状に形成されており、内部には薬味が収容さ
れる。容器本体２は、上下方向の軸心回りに円筒状に形成された円筒部５と、円筒部５の
下端側に配備される底部６とを有している。容器本体２は、下側の外周面に口径が５ｍｍ
程度の振出口７を有しており、薬味を振り出せるようになっている。この振出口７には、
密栓可能な栓体８が備えられている。
【０００８】
　容器本体２は、外周面の下側に環状のリブ９が２条形成されており、片手で握っても滑
らないようになっている。
　円筒部５は、例えば、外径が２．５ｃｍ～５．０ｃｍの円筒状に形成されており、その
厚みは２ｍｍ～１０ｍｍとされている。外径を２．５ｃｍ以上とすることで薬味の収容能
力を高めることができ、また外径を５．０ｃｍ以下とすることで片手で容易に取り扱うこ
とが可能となる。また、円筒部５の厚みを２ｍｍ以上とすることで耐衝撃性を高めること
ができ、円筒部５の厚みを１０ｍｍ以下とすることで容器本体２を軽量にすることができ
る。
【０００９】
　円筒部５は、上端側の内周面に雌ねじ部１０が形成されており、蓋体３を着脱自在に取
り付けられるようになっている。
　底部６は、板厚が２０ｍｍ程度の円板状に形成されており、周縁で円筒部５と一体に連
結されている。
　蓋体３は、容器本体２と同様に竹の積層体４で、円柱状に形成されている。蓋体３は、
下端側が上端側より小径に形成されており、この下端側の外周面に、円筒部５の上端側の
内周面に設けられた雌ねじ部１０と螺合可能な雄ねじ部１１が形成されている。
【００１０】
　次に、図２～図４を用いて、竹の積層体４について詳しく説明する。
　帯板１２は、生の竹材の外皮が除去され、スライス加工されることにより形成された単
板である。
　生の竹材は、成長した竹が、使用される。成長した竹は、節が上下方向に沿って約２０
ｃｍ以上の間隔で存在するものを使用するのが好ましい。この成長した竹は、竹の節を挟
んで上下方向に１５ｃｍ以上の長さに切られ、上下幅寸法１５ｃｍ以上の無底筒状の竹材
が形成される。無底筒状の竹材は、極めて硬い性質を有する外皮が備えられている。そこ
で、この無底筒状の竹材は、外皮が除去される。外皮が除去されるのは、竹の加工性を富
ませるためである。
【００１１】
　無底筒状の竹材は、例えば、左右の幅寸法が３ｃｍ～１０ｃｍに形成されるように、繊
維方向すなわち竹材の上下幅方向に沿って切られる。これにより、幅寸法がそれぞれ１５
ｃｍ以上，３ｃｍ～１０ｃｍの竹板が形成される。この竹板は、竹板の上下幅方向（すな
わち長手方向）に沿って竹の繊維が伸びるように形成されている。そして、竹板は、板厚
が２ｍｍ～８ｍｍに形成されるように、スライスされる。板厚を２ｍｍ～８ｍｍにするの
は、竹板全体に炭化処理を浸透させるためである。これにより図２に示すように、板幅の
寸法がそれぞれ１５ｃｍ以上，３ｃｍ～１０ｃｍで、板厚の寸法が２ｍｍ～８ｍｍの帯板
１２が形成される。
【００１２】
　ところで、４月から１０月に伐った竹は、害虫が竹に入っていて、使い物にならなくな
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るおそれがある。上記問題を解消するため、一般的に竹屋では、害虫が竹に入ることがな
い１１月から、竹の買い入れを始める。そして、一般的に竹屋では、３月始めまでには、
秋口までの出荷予定数量をストックすることが知られている。
　従って、真夏において竹屋には、伐りたてのみずみずしい竹はないのが、一般的である
。伐りたてのみずみずしい竹は、乾燥した竹より含水率が高い。このことより、伐りたて
のみずみずしい竹は、乾燥した竹より、撓みを有することになる。従って、伐りたてのみ
ずみずしい竹は、乾燥した竹より、加工性に富んでいる。
【００１３】
　また、竹材害虫は、４月中旬から９月下旬に、竹材の小さな割れ目やささくれのような
少しの隙間などに産み付けられた卵から孵化してくると考えられている。上記竹材害虫に
対して、竹材に薬剤を注入などして、竹材害虫やその卵を除去・防虫することが考えられ
る。しかしながら、薬剤の人体への悪い影響から、本考案の竹製薬味振りのような食品容
器には、薬剤を注入することはできない。
  ４月から１０月にかけて、伐りたてのみずみずしい生の竹を用いて、竹を容易にスライ
ス加工できる。さらに、スライス加工した竹については、人体への悪影響を及ぼす薬剤を
用いないで、竹材害虫に対する防虫効果を有する。これらの２つの目的を達成させるため
に、生の竹をスライスした前記帯板１２に対して、以下のような処理（すなわち炭化処理
）を施した。
【００１４】
　生の竹をスライスした前記帯板１２には、炭化処理が施される。この竹材の炭化処理は
例えば１３０～１５０℃の水分の含んだ高圧釜で加熱・炭化することが好ましい。１３０
℃以下で炭化処理を行うと、竹材害虫を完全に撲滅させることができないおそれがある。
１５０℃以上で炭化処理を行うと、竹材の繊維が不安定になり強度と品質が失われるおそ
れがある。なお、上記加熱・炭化の温度は１３０～１５０℃に限定するものではなく、所
定の防虫などの作用・効果があれば良い。
　この炭化処理は、乾留加工とも称されるものであるが、この加工（炭化処理）の前に、
生の竹をスライスした竹材を煮沸しても良く、また、この加工の後に、竹材の含水率をコ
ントロールするために乾燥させても良い。
【００１５】
　かくして図２に示すような、帯板１２が得られる。
　次に図３に示すように、炭化処理された帯板１２は、積層されるための接着面１３に、
接着剤を塗布する。この接着剤は人体に無害のものであればどんなものでも良く、抗菌効
果のあるものが好ましい。なお、これらの帯板１２は、板幅の寸法及び板厚の寸法が同一
であるように形成されている。
　接着剤が塗布された帯板１２は、複数枚を重ね合わせ、最上段の帯板１２の上面と最下
段の帯板１２の下面にプレス機を用いて上下に圧着Ｐ，Ｐすることにより、図４に示すよ
うな積層体４が得られる。
【００１６】
　なお、帯板１２は、上記のように上下に圧着Ｐ，Ｐしたうえで、左右すなわち板幅方向
に重ね合わせ、圧着してもよい。
　かくして、炭化処理された帯板１２を板厚方向又は／及び板幅方向に重ね合わせ、前記
帯板１２を接着剤を介して、複数枚積層した積層体４が得られる。
　次に、四角形板状に積層された積層板４は、周知のロクロを利用して切削加工すること
により、図１のような形状の薬味容器１が得られる。この際、上下方向に沿って、竹の繊
維が伸びるように、積層体４が配置される。薬味容器１は、竹の繊維を上下方向に沿って
表すことで、意匠性を高めることができる。
【００１７】
　なお、振り出し口７に密栓可能な栓体８は、上記積層体４の一部を利用しても良いし、
他の木材を利用して形成してもよい。
　なお、本考案の薬味容器１は、上記実施の形態に限定されるものではない。
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　例えば、容器本体２Ａと蓋体３Ａとからなる薬味容器１は、円柱形状に限定されず、図
５に示すように、正面から見てひょうたん形状に形成されたものであってもよい。
　また、蓋体３Ａは、外周面の下側に環状のリブ９Ａが１条形成されてもよい。
　さらに、蓋体３Ａは、上端部に振出口７Ａを有しており、薬味を振り出せるようにし、
この振出口７Ａには、密栓可能な栓体８Ａが備えられているように形成してもよい。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本実施形態の薬味容器の全体斜視図である。
【図２】帯板の全体斜視図である。
【図３】帯板を上下方向に並べ、帯板を接着させる直前の状態の斜視図である。
【図４】積層体の全体斜視図である。
【図５】薬味容器の別実施形態を示した図である。
【符号の説明】
【００１９】
　１　　薬味容器
　２　　容器本体
　３　　蓋体
　４　　積層体
　５　　円筒部
　６　　底部
　７　　振出口
　８　　栓体
　９　　リブ
　１０　雌ねじ部
　１１　雄ねじ部
　１２　帯板
　１３　接着面
　１４　開口（薬味収容室）
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